
及び

又は
及び

及び
又は

又は

d　結露の発生
を防止する対
策に関する基
準

　構造熱橋部
の基準

各部位の基準

ロ

イ

ロ

イ

ハ

二

ホ

ロ

イ

ロ

イ

　外張断熱工法及び内張断熱
工法以外の鉄骨造の壁の基準

断熱補強の基準値
外断熱（Ⅲ～Ⅴ地域）の運用

内断熱（Ⅲ～Ⅴ地域）の運用

内断熱（Ⅳ ・ Ⅴ地域）の運用

外断熱（Ⅲ地域）の運用

外断熱（Ⅳ及びⅤ地域）の運用

熱貫流率基準

夏期日射侵入率基準

　断熱性能に応じた建具の
種類又はその組み合わせ

　日射遮蔽性能に応じた建具
の種類又はその組み合わせ

※  ②を適用する代わりに、「ロ  熱貫流率等による
　  基準」　　ロ又は 　　ロを適用可能

※  　　ロ又は 　　ロを適用する代わりに、
　 イ②「夏期日射取得係数」を適用可能

←地域区分のページ数の最終確認の事

平成21年3月30日告示による改正

�平成21年4月1日以降に設計住宅性能評価が申請される住宅へ適用

�それ以前の設計住宅性能評価申請は改正後の5-1の規定を適用できます�

また、建設評価中の住宅においても、所定の手続きにより改正後の5-1

の規定を適用することができます

●●●●●●●

●●●●●●●

温
熱
環
境
に
関
す
る
こ
と

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
等
級

評価方法 躯体の断熱性能 開口部の断熱性能 結露発生防止対策

5－1イ

熱損失係数等基準

5－1ロ
熱貫流率等基準

熱損失係数

熱貫流率
熱抵抗値

開口部の熱貫流率
開口部の建具仕様

夏期日射取得係数

窓の夏期日射侵入率
開口部の日射侵入防止

結露発生防止

55・56・57



熱貫流率等による基準は、「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針」にほぼ準拠しています。

�基準の構成は「ａ．断熱構造とする部分の基準」 「ｂ．躯体の断熱性能等に関する基準」 「ｃ．開口部の断熱性能等に関する基準」 「ｄ．結露

の発生を防止する対策に関する基準」となっていますが、ｄ.は性能評価基準のみの独自基準となっていますので注意が必要です。

●●●●●●●

●●●●●●●

ａ．断熱構造とする部分の基準

断熱構造とすべき部分においては、「屋根又はその直下の天井、外気等に接する天井、壁、床及び開口部並びに外周が外気等に接す

る土間床等については、地域の区分に応じ、断熱及び日射遮蔽のための措置を講じた構造とすること」とされています。

�Ｈ21改正により、戸建対象となりますが「玄関・勝手口及びこれに類する部分における土間床部分」「断熱構造となっている浴室下

部における土間床部分」が部位から除かれました。

ｂ．躯体の断熱性能等に関する基準

�躯体を断熱するにあっては、下記の基準に適合することとします。

※いずれの等級においても（１）又は（２）の基準の選択が可能です。

（１）躯体の熱貫流率の基準

（２）断熱材の熱抵抗の基準

（３）構造熱橋部の基準

等級4 等級3 等級2

�● 等級２において断熱構造から除かれる部分

（�）居室と区画されている玄関その他これに類する区画の出入口の建具

（�）共同住宅等の壁であって下記に該当するもの

地域区分 壁の種類

居室又は押入れ以外の壁 （妻壁を除く）

居室若しくは押入れ以外の壁又南面する壁 （妻壁を除く）

全ての壁

 （1） 躯体の熱貫流率の基準 《熱貫流率の基準値》

 （2） 断熱材の熱抵抗の基準 《熱抵抗値の基準値》

※鉄筋コンクリート造、組積造その他これらに類する構造の住宅のみの適用表となります。

 （3） 構造熱橋部の基準

鉄筋コンクリート造等の住宅の床、間仕切壁等が断熱層を貫通する部分においては、定める基準により断熱補強を行う必要があります。

�（乾式構造による界壁、間仕切壁の部分並びに玄関床部分を除く。以下「構造熱橋部」という）

柱、梁等が断熱層を貫通する場合は、

�当該柱、梁等が取り付く壁又は床から突出先端部までの長さが

�900mm以上の場合は構造熱橋部として扱うこととし、

�900mm未満の場合は当該柱、梁等が取り付く壁又は床の一部として取扱います。

ロ.

等級４の適合項目となります



断熱材区分

断熱材の種類と断熱材の熱抵抗値から必要断熱材厚さを求める表断熱材の熱抵抗値算出式、及び断熱材の熱伝導率一覧表

【断熱材の熱抵抗値算出式】

R = d ÷λ

【断熱材の区分と熱伝導率】

断熱材の種類 熱伝導率［W/m・K］

吹込み用グラスウール（施工密度13K、18K）

タタミボード（15mm）

A級インシュレ－ションボード（9mm）

シージングボード（9mm）

住宅用グラスウール断熱材　10K相当

吹込み用ロックウール断熱材　25K

住宅用グラスウール断熱材　16K相当

住宅用グラスウール断熱材　20K相当

A種ビーズ法ポリスチレンンフォーム保温板4号

A種ポリエチレンンフォーム保温板1種1号

A種ポリエチレンンフォーム保温板1種2号

住宅用グラスウール断熱材　24K相当

住宅用グラスウール断熱材　32K相当

高性能グラスウール断熱材　16K相当

高性能グラスウール断熱材　24K相当

高性能グラスウール断熱材　32K相当

吹込み用グラスウール断熱材　30K、35K相当

住宅用ロックウール断熱材（マット）

ロックウール断熱材（フェルト）

ロックウール断熱材（ボード）

A種ビーズ法ポリスチレンンフォーム保温板1号

A種ビーズ法ポリスチレンンフォーム保温板2号

A種ビーズ法ポリスチレンンフォーム保温板3号

A種押出法ポリスチレンンフォーム保温板1号

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種3

A種ポリエチレンンフォーム保温板2種

A種フェノールフォーム保温板2種1号

A種フェノールフォーム保温板3種1号

A種フェノールフォーム保温板3種2号

吹込み用セルローズファイバー25K

吹込み用セルローズファイバー45K、55K

吹込み用ロックウール断熱材　65K相当

高性能グラスウール断熱材　40K相当

高性能グラスウール断熱材　48K相当

A種ビーズ法ポリスチレンンフォーム保温板特号

A種押出法ポリスチレンンフォーム保温板2種

A種硬質ウレタンフォーム保温板1種

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種1�

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種2

A種ポリエチレンンフォーム保温板3種

A種フェノールフォーム保温板2種2号

A種押出法ポリスチレンンフォーム保温板3種

A種硬質ウレタンフォーム保温板2種1号

A種硬質ウレタンフォーム保温板2種2号

A種硬質ウレタンフォーム保温板2種3号

A種硬質ウレタンフォーム保温板2種4号

A種フェノールフォーム保温板2種3号

A種フェノールフォーム保温板1種1号

A種フェノールフォーム保温板1種2号

0.052

0.052

0.051

0.051

0.050

0.047

0.045

0.042

0.043

0.042

0.042

0.038

0.036

0.038

0.036

0.035

0.040

0.038

0.038

0.036

0.036

0.037

0.040

0.040

0.040

0.038

0.036

0.035

0.035

0.040

0.040

0.039

0.034

0.033

0.034

0.034

0.029

0.032

0.032

0.034

0.034

0.028

0.023

0.024

0.027

0.028

0.028

0.022

0.022

 R ：断熱材の熱抵抗値［m・K/W］
 d ：断熱材の厚さ［m］ 　注）m単位
 λ：断熱材の熱伝導率［W/m・K］

2

8

12

16

20

24

28

32

36

39

43

47

55

59

67

71

78

82

86

90

98

102

106

114

117

121

125

129

137

141

149

156

160

164

176

180

195

203

215

223

234

258

7

11

14

18

21

25

28

32

35

39

42

49

53

60

63

70

74

77

81

88

91

95

102

105

109

112

116

123

126

133

140

144

147

158

161

175

182

193

200

210

231

7

10

13

16

20

23

26

29

32

36

39

45

48

55

58

64

68

71

74

80

84

87

93

96

100

103

106

112

116

122

128

132

135

144

148

160

167

176

183

192

212

6

9

11

14

17

19

22

25

27

30

33

38

41

46

49

54

57

60

63

68

71

73

79

81

84

87

90

95

98

103

108

111

114

122

125

135

141

149

154

162

179

5

7

9

11

14

16

18

20

22

25

27

31

33

38

40

44

47

49

51

55

58

60

64

66

69

71

73

77

80

84

88

91

93

99

102

110

115

121

126

132

146

40 48

住宅用グラスウール

高性能グラスウール

吹込み用グラスウール

住宅用ロックウール

吹込み用ロックウール

A種ビーズ法
ポリスチレンフォーム保温板

A種押出法
ポリスチレンフォーム保温板

A種硬質
ウレタンフォーム保温板

建築物断熱用吹付け硬質
ウレタンフォーム

A種ポリエチレンフォーム
保温板

A種フェノールフォーム
保温板

吹込み用
セルローズファイバー

断熱材のグループ F

3種
1号

3種
2号

2種
1号

2種
2号

2種
3号

1種
1号

1種
2号

A種2

A種1

1種
1号

1種
2号

2種 3種

マット

フェ ルト

25K 65K

4号 3号 2号 1号 特号

1種 2種 3種

1種
2種
4号

2種
3号

2種
2号

2種
1号

A種3

ボード

（※）

※GW-1は施工密度13K、GW-2は施工密度18K　※

W/（m・K）

（m・K/W）
2

A-1
λ＝0.052～0.051

A-2
λ＝0.050～0.046

B
λ＝0.045～0.041

C
λ＝0.040～0.035

D
λ＝0.034～0.029

E
λ＝0.028～0.023

F
λ＝0.022以下



開口部の断熱性能として、「（１）イ．窓の熱貫流率」 「（２）イ．開口部の仕様」

�開口部の日射遮蔽として、「（１）ロ．窓の夏期日射侵入率」 「（２）ロ．開口部の日射侵入防止」 の基準で構成されており、等級に応じて、

いずれかの基準に適合する必要があります。

 c ．開口部の断熱性能等に関する基準

 （1） イ. 開口部の熱貫流率

※ 当該窓の面積 （2以上の場合はその合計） が床面積の

�    2％以下までは除くことができます。

2 3.49 4.65 6.516.516.516.51

 （1） ロ. 窓の夏期日射侵入率 等級３以上の適合項目となります

※ 天窓以外の窓で、当該窓の面積（2以上の場合はその合

　 計）が床面積の4％ 以下までは除くことができます。

�※ なお、当該窓の上部に張り出し寸法1200mm以上のひさ

　 し （共用廊下、バルコニー等を含む）がある場合には、

�    付属部材の効果を加えた当該窓のガラスの日射侵入率

　 に0.7を乗じた値とすることができます。

（住宅の省エネルギー基準の解説　第3版）

�各種ガラス性能値は、現在日本国内で販売されているものから、

代表的な品種を選択して示した

��普通単板ガラス

�普通単板ガラス

�普通単板ガラス

�普通単板ガラス

�普通三層複層ガラス

�普通複層ガラス

�普通複層ガラス

�低放射複層ガラス

�低放射複層ガラス

�遮熱低放射複層ガラス

�遮熱低放射複層ガラス

�遮熱複層ガラス

�遮熱複層ガラス

�遮熱複層ガラス

�遮熱複層ガラス

�遮熱複層ガラス

�遮熱複層ガラス

（熱線反射2種）

（熱線反射3種）

（熱線吸収）

（熱線反射3種）

（熱線反射3種）

（熱線反射2種）

（熱線反射2種）

（熱線吸収複層） 

（熱線吸収複層） 

12㎜

ー

ー

ー

ー

12㎜

6㎜

12㎜

6㎜

12㎜

6㎜

12㎜

6㎜

12㎜

6㎜

12㎜

6㎜

0.88

0.48

0.35

0.68

0.56

0.38

0.31

0.47

0.46

0.34

0.28

0.41

0.38

0.31

0.25

0.35

0.19

0.12

0.10

0.15

0.71

0.79

0.79

0.63

0.50

0.52

0.52

0.48

0.44

0.44

0.44

0.43

0.38

0.37

0.37

0.39

0.16

0.17

0.17

0.15

0.62

0.42

0.43

0.47

0.32

0.33

0.42

0.29

0.30

0.37

0.26

0.26

0.15

0.11

0.11

0.38

0.39

0.29

0.28

0.29

0.31

0.21

0.23

0.27

0.28

0.20

0.21

0.24

0.25

0.18

0.19

0.10

0.10

0.07

0.08

0.57

0.57

0.40

0.41

0.35

0.36

0.31

0.31

0.13

0.13

　開口部の夏期日射侵入率に関し、日射

遮蔽物（カーテン、ブラインド等）を使用

するとして設計評価を受けている場合で、

建設評価の検査において日射遮蔽物の

設置が確認できないときは、どのように

評価すればよいか。

＜5-1(3)イ②ｂ、ロ①ｃ、②ｃ＞

　日射遮蔽物を取り付けることが可能

な構造であり、かつ、仕様書等に日射遮

蔽物を取り付ける設計であることが明

記されていれば、日射遮蔽物があるもの

とみなして評価することができます。

▼遮熱複層ガラス

　複層ガラスの室外側に用いるガラス品種としては、「熱線反射ガラス」「熱線吸収

　ガラス」などを用いた構成がある

▼熱線反射ガラス  （JIS R 3221-2002熱線反射ガラス）

　日射遮蔽性により、１種～３種に区分されている

　  １種 （η：0.70以下）

　  ２種 （η：0.55以下）

　  ３種 （η：0.40以下）

▼熱線吸収ガラス  （JIS R 3208-1998熱線吸収板ガラス）

　日射熱の遮蔽を主目的として、着色ガラスとして日射熱の吸収性をもたせるガラスである

　遮蔽性は、基準厚さ５mmに換算して、１種、２種に区分されている

　  １種 （η：0.80以下）

　  ２種 （η：0.70以下）

▼低放射複層ガラス　or Low-Eガラス

　特殊金属薄膜（低放射：Low-E膜）をガラス表面にコーティングしたガラス

低放射複層ガラス 遮熱低放射複層ガラス 遮熱低放射複層ガラス

低放射ガラスを複層ガラスの室外

側に用いる構成

日射遮蔽性能が高い

低放射ガラスを室内側、室外側の

どちらの面に構成しても、同じ

Low-E膜を使用した構成であれば、

断熱性能（熱貫流率）は同じであり、

通常の複層ガラスに比べると高い

断熱性能を有している

２種、３種 ： 反射膜はシルバー系、グレー系、ブルー系などの
各種色調の品質がある
一般的な熱線反射ガラスに比べて、日射遮蔽性が高い品種が
この区分に属する

整理番号

質　問：

回　答：



�建具の種類又はその組合せ �代表的なガラスの組合せ例

�窓又は引戸

イの場合、ガラス単板入り建具の三重構造であるもの�イ　三重構造のガラス入り建具で、ガラス中央部の熱貫流率
　　（単位 １平方メートル１度につきワット。以下同じ｡）
　　が1.91以下であるもの

次のイ、ロ又はハに該当するもの

��ロ　二重構造のガラス入り建具で、ガラス中央部の熱貫流率
　　が1.51以下であるもの

��ハ　二重構造のガラス入り建具で、少なくとも一方の建具が
　　木製又はプラスチック製であり、ガラス中央部の熱貫流
　　率が1.91以下であるもの

�ロの場合、ガラス単板入り建具と低放射複層ガラス
（空気層12ミリメートルのもの）入り建具との二重構
造であるもの

�ハの場合、ガラス単板入り建具と複層ガラス（空気層
12ミリメートルのもの）入り建具との二重構造である
もの

窓、引戸
又は框ドア

�次のイ又はロに該当するもの

�イ　一重構造のガラス入り建具で、木製又はプラスチック製
　　であり、ガラス中央部の熱貫流率が2.08以下であるもの

��ロ　一重構造のガラス入り建具で、木又はプラスチックと金
　　属との複合材料製であり、ガラス中央部の熱貫流率が
　　2.08以下であるもの

低放射複層ガラス（空気層12ミリメートルのもの）又
は三層複層ガラス（空気層各12ミリメートルのもの）
入り建具であるもの

ドア �次のイ又はロに該当するもの

�イ　木製建具で扉が断熱積層構造であるもの。ただし、ガラ
　　ス部分を有するものにあっては、ガラス中央部の熱貫流
　　率が2.08以下であるもの

��ロ　金属製熱遮断構造又は木若しくはプラスチックと金属と
　　の複合材料製の枠及び断熱フラッシュ構造扉で構成され
　　るもの。ただし、ガラス部分を有するものにあっては、
　　ガラス中央部の熱貫流率が2.08以下であるもの�

低放射複層ガラス（空気層12ミリメートルのもの）又
は三層複層ガラス（空気層各12ミリメートルのもの）
入り建具であるもの

�窓又は引戸

�イ　二重構造のガラス入り建具で、少なくとも一方の建具が
　　木製又はプラスチック製であり、ガラス中央部の熱貫流
　　率が2.91以下であるもの

次のイ、ロ又はハに該当するもの

��ロ　二重構造のガラス入り建具で、枠が金属製熱遮断構造で
　　あり、ガラス中央部の熱貫流率が2.91以下であるもの

��ハ　二重構造のガラス入り建具で、ガラス中央部の熱貫流率
　　が2.30以下であるもの

イ又はロの場合、ガラス単板入り建具の二重構造であ
るもの

�ハの場合、ガラス単板入り建具と複層ガラス（空気層６
ミリメートルのもの）入り建具との二重構造であるもの

�窓、引戸
又は框ドア ��イ　一重構造のガラス入り建具で、木製又はプラスチック製

　　であり、ガラス中央部の熱貫流率が3.36以下であるもの

次のイ又はロに該当するもの

ロ　一重構造のガラス入り建具で、金属製熱遮断構造又は木
　　若しくはプラスチックと金属との複合材料製であり、ガ
　　ラス中央部の熱貫流率が3.01以下であるもの

イの場合、複層ガラス（空気層６ミリメートルのもの）
入り建具であるもの

ロの場合、ガラス単板二枚使用（中間空気層12ミリメ
ートル以上のもの）、複層ガラス（空気層12ミリメー
トルのもの）又は低放射複層ガラス（空気層６ミリメ
ートルのもの）入り建具であるもの

��ドア又は
引戸 イ　木製建具で扉が断熱積層構造であるもの。ただし、ガラ

　　ス部分を有するものにあっては、ガラス中央部の熱貫流
　　率が3.01以下であるもの

次のイ又はロに該当するもの

ロ　金属製熱遮断構造又は木若しくはプラスチックと金属と
　　の複合材料製の枠及び断熱フラッシュ構造扉で構成され
　　るもの。ただし、ガラス部分を有するものにあっては、
　　ガラス中央部の熱貫流率が3.01以下であるもの

ガラス単板２枚使用（中間空気層12ミリメートル以上の
もの）、複層ガラス（空気層12ミリメートルのもの）又
は低放射複層ガラス（空気層６ミリメートルのもの）入
り建具であるもの�

窓又は引戸 �ガラス単板入り建具の二重構造であるもの二重構造のガラス入り建具で、ガラス中央部の熱貫流率が
4.00以下であるもの

�窓、引戸
又は框ドア

�ガラス単板２枚使用（中間空気層12ミリメートル以上
のもの）又は複層ガラス（空気層６ミリメートルのも
の）入り建具であるもの

一重構造のガラス入り建具で、ガラス中央部の熱貫流率が
4.00以下であるもの

地域の区分

等級2等級3等級4

 （2） イ. 開口部の建具

※ 当該窓の面積 （2以上の場合はその合計） が床面積の2％以下までは除くことができます。

単板ガラス 6.51 0.88

0.37

0.37

0.88

張出寸法
1200mm以上の
  ひさしの有無

有（×0.7倍）

有（×0.7倍）

有（×0.7倍）

有（×0.7倍）

●基準に適合していない浴室AW-3

　2％緩和の検討

　71㎡×0.02=1.42㎡

　AW-3　0.52㎡  OK

●●●●●●●

●●●●●●●

●張り出し寸法1200mm以上のひさし（共用廊下、バルコニー等を含む）がある場合は、上記検討例の通り、付属部材の効果を加

　えた当該窓のガラスの日射侵入率に0.7を乗じた値とすることができます。

　ただし、バルコニーの張り出し寸法が1000mmだとすると、上記緩和が利用できませんので、寸法に応じたひさしの日射遮蔽効

　果の検討を行うことができます。

条件　Z = 1.0,  Y1 = 0.8,  Y2 = 2.0 とする

ℓ1 = Y1/Z = 0.8/1.0 = 0.8

ℓ2 = (Y1+Y2)/Z = (0.8+2.0)/1.0 = 2.8

日除けの補正係数表（P46）から、

（Ⅳ地域・南とする）

f1 = 0.16,  f2 = 0.47 (安全側でℓ2 = 3.0 とした）

fc = (f2×(Y1+Y2)－f1×Y1)/Y2

   = (0.47×(0.8+2.0)－0.16×0.8)/2.0 = 0.594

　= fc×    = 0.594×0.53 ≒ 0.32 ＜ 0.45

(    ：複層ガラス＋レースカーテン → 0.53）

●基準に適合していない浴室AW-3

　4％緩和の検討

　71㎡×0.04 = 2.84㎡

　AW-3  0.52㎡  OK

開口部の熱貫流率の検討

床面積の2％までの開口部は

熱貫流率を満たしていなくて

も構いません

開口部の夏期日射侵入率の検討

床面積の4％までの窓は

夏期日射侵入率を満たして

いなくても構いません

Z  ：軒先から窓面までの水平距離

Y1：軒天井から窓上枠までの垂直距離

Y2：窓上枠から窓下枠までの垂直距離

0.37

0.37

想定モデル（床面積71㎡）

ページ数の最終確認の事→



�建具の種類又はその組合せ �代表的なガラスの組合せ例

�ドア 次のイ、ロ又はハに該当するもの

�イ　扉がフラッシュ構造（金属製表裏面材の中間の密閉空気
　　層を紙製若しくは水酸化アルミニウム製の仕切り材で細
　　分化した構造又は当該密閉空気層に断熱材を充填した構
　　造をいう）であるもの。ただし、ガラス部分を有するも
　　のにあっては、ガラス中央部の熱貫流率が4.00以下であ
　　るもの

��ロ　扉が木製であるもの。ただし、ガラス部分を有するもの
　　にあっては、ガラス中央部の熱貫流率が4.00以下である
　　もの

ガラス単板２枚使用（中間空気層12ミリメートル
以上のもの）又は複層ガラス（空気層６ミリメー
トルのもの）入り建具であるもの

��ハ　扉が金属製熱遮断構造パネルであるもの。ただし、ガラ
　　ス部分を有するものにあっては、ガラス中央部の熱貫流
　　率が4.00以下であるもの

�窓、引戸
又はドア

ガラス単板入り建具であるもの�一重構造のガラス入り建具であるもの

（つづき）

地域の区分

等級2等級3等級4

�方　位 �建具の種類若しくはその組合せ又は付属部材、ひさし、軒等の設置

�次のイ又はロに該当するもの

イ　ガラスの日射侵入率が0.66以下であるもの

ロ　付属部材又はひさし、軒等を設けるもの

全方位

�真北±30度
の方位

次のイ又はロに該当するもの

イ　ガラスの日射侵入率が0.70以下であるもの

�ロ　付属部材を設けるもの

�上記以外の
方位

�次のイ又はロに該当するもの

�イ　ガラスの日射侵入率が0.57以下であるもの

�ロ　付属部材又はひさし、軒等を設けるもの

真北±30度
の方位

次のイ又はロに該当するもの

イ　ガラスの日射侵入率が0.60以下であるもの

�ロ　付属部材を設けるもの

�上記以外の
方位

�次のイからニまでのいずれかに該当するもの

�イ　ガラスの日射侵入率が0.49以下であるもの

�ロ　ガラスの日射侵入率が0.66未満のものに、付属部材又はひさし、軒等を設けるもの

�ハ　内付けブラインド又はこれと同等以上の遮蔽性能を有する付属部材を設けるもの

�ニ　付属部材及びひさし、軒等を設けるもの

真北±30度
の方位

�次のイ又はロに該当するもの

イ　ガラスの日射侵入率が0.66以下であるもの

�ロ　付属部材を設けるもの

�上記以外の
方位

�次のイからニまでのいずれかに該当するもの

�イ　ガラスの日射侵入率が0.43以下であるもの

��ロ　遮熱複層ガラス又は遮熱低放射複層ガラスに､付属部材又はひさし、軒等を設けるもの

ハ　紙障子又はこれと同等以上の日射遮蔽性能を有する付属部材を設けるもの

��ニ　付属部材及びひさし、軒等を設けるもの

地域の区分

等級4

東北東から
南を経て
西北西まで

�次のいずれかに該当するもの

　　ガラスの日射侵入率 0.66以下

　　付属部材又はひさし、軒等を設ける

等級3

 （2） ロ. 開口部の建具、付属部材、ひさし、軒その他日射の侵入を防止する部分

※ 天窓以外の窓で、当該窓の面積（2以上の場合はその合計）が床面積の4％以下までは除くことができます。

●●●●●●●

●●●●●●●

等級３以上の適合項目となります

結露の発生を防止する対策として、以前の性能評価基準では躯体の断熱性能の中に含

まれていましたが、別項目として適合させる必要のある基準となりました。当該項目

において、鉄筋コンクリート造では結露の発生防止としての断熱補強が求められてお

り、躯体の断熱性能に要求される構造熱橋部の断熱補強とは別となりますので、その

違いについてご理解いただくことが重要となります。

�なお、これまで気密層の施工に関する基準に適合させる必要がありましたが、H21改

正において、削除されました。

 d ．結露の発生を防止する対策に関する基準

適合させる必要がある項目一覧

等級4

等級3

等級2

 （ⅰ） 繊維系断熱材等の使用について

繊維系断熱材等（グラスウール、ロックウール、セルローズファイバー等）、プラスチ

ック系断熱材（吹付け硬質ウレタンフォームA種1又はA種2に適合するもの、及び同

等の透湿抵抗を有するものを除く）その他これらに類する通湿抵抗の小さい断熱材を

使用する場合にあっては、防湿層を設ける必要があります。

�以下のいずれかに該当する場合は、その限りではありません。

�（イ）地域区分Ⅵ地域

�（ロ）コンクリート躯体又は土塗壁の外側に断熱層がある場合

�（ハ）床断熱において、断熱材下側が床下に露出するか、湿気の排出を妨げない構成

�（ニ）断熱層が単一の材料で均質に施工される場合、以下の値が下記の表の数値以上

　　　である場合

�

（ホ）上記の（イ）～（ニ）と同等以上の結露の発生防止に有効な措置が講じられている

�値（透湿抵抗比）＝
�断熱層の外気側表面より室内側に施工される材料の透湿抵抗値の合計値

断熱層の外気側表面より外気側に施工される材料の透湿抵抗値の合計値

 （ⅱ） 屋根又は外壁を断熱構造とする場合の措置

屋根又は外壁を断熱構造とする場合にあっては、断熱層の外気側への通気層の設置その他の換気上有効な措置を講じる必要があり

ます。

�以下のいずれかに該当する場合は、その限りではありません。

�（イ）当該部位が鉄筋コンクリート造等であるなど躯体の耐久性能を損なうおそれのない場合

�（ロ）地域区分Ⅰ地域以外で、防湿層が0.082m2sPa/ng以上の透湿抵抗を有する場合

�（ハ）地域区分Ⅰ地域以外で、断熱層の外気側に軽量気泡コンクリート又はこれと同等以上の断熱性及び吸湿性を有する材料を用

　　　いる場合で、防湿層が0.019m2sPa/ng以上の透湿抵抗を有する場合、またはこれと同等以上の措置

�（ニ）（�）（イ）又は（ニ）に該当する場合

�（ホ）上記の（イ）～（ニ）と同等以上の結露の発生の防止に有効な措置が講じられていることが確かめられた場合

等級4 等級3・2（二）透湿抵抗比の基準値

地域区分 部位

・

・

一般部

屋根又は天井

一般部

屋根又は天井

一般部

屋根又は天井

値 値

5 4

6 5

3 2

4 3

2 2

3 2

ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ



熱損失係数等による基準は、「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」にほ

ぼ準拠しています。

�基準の構成は 「①熱損失係数に関する基準」 「②夏期日射取得係数に関する基準」 「③結露の発生を防止する対策に関する基準」 とな

っていますが、③は性能評価基準のみの独自基準となっていますので注意が必要です。

●●●●●●●

●●●●●●●

 （ⅲ） 鉄筋コンクリート造等における断熱補強について

躯体の断熱性能とは別に結露の発生防止を対策する措置として本基準を満足することを求められています。

鉄筋コンクリート造等の住宅の床、間仕切壁等が断熱層を貫通する部分においては、断熱補強を下表に定める基準値以上行う必要が

あります。（乾式構造による界壁、間仕切壁の部分並びに玄関床部分を除く。以下「構造熱橋部」という）

�なお、建設地の気象データを用いた計算により、構造熱橋部に結露が発生しないことが確かめられた場合になっては、この限りでは

ありません。

 （ⅳ） 鉄筋コンクリート造等の住宅を内断熱工法により施工する場合の措置

内断熱工法の住宅

地域区分のうち「 Ⅳa 地域 」は、住宅事業建築主の判断基準（平成21年経済産業省・国土交通省

告示第2号）別表第1に掲げるⅣa 地域（ P57参照 ）となります

●構造熱橋部の判断例

柱、梁等が断熱層を貫通する場合は、当該柱、梁等が取り付く壁又は床から突出先端部までの長さが900mm以上の場合は、構造熱橋

部として扱うこととし、900mm未満の場合は、当該柱、梁等が取り付く壁又は床の一部として取扱います。

鉄筋コンクリート造等の住宅を内断熱工法により施工する場合にあっては、断熱材をコンクリート躯体に全面密着させるなど、室

内空気が断熱材とコンクリート躯体の境界に流入しないようにする必要があります。

イ.

① 熱損失係数に関する基準

熱損失係数は、「建築主等の判断基準1-3 (２) イの (ロ) から (ニ) まで」に定める計算方法により算出し、基準値以下となる必要が

あります。

② 夏期日射取得係数に関する基準

夏期日射取得係数は、「建築主等の判断の基準1-3 （２） ロ （ロ） 」 に定める計算方法によります。

�※ なお、計算方法内の夏期日射侵入率の計算においては、当該窓の上部に張り出し寸法1200mm以上のひさし（共用廊下、バルコ

    ニー等を含む）がある場合には、付属部材の効果を加えた当該窓のガラスの日射侵入率に0.7を乗じた値とすることができます。

地域区分Ⅰ及びⅡ地域の場合において等級４の基準を満たさない場合は「等級３」、

�地域区分Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ地域の場合において等級３の基準を満たさない場合は「等級２」とみなすことができます。

③ 結露の発生を防止する対策に関する基準

Ｐ50における「d . 結露の発生を防止する対策に関する基準」と同じ

（参考） 構造熱橋部の判断

�鉄筋コンクリート造等の住宅の床、間仕切壁等が断熱層を貫通する部分において、構造熱橋部か壁または床の一部として扱うかの判断

基準が明確化されました。

構造熱橋部の形状 断熱補強の部位・範囲・基準値
地域区分

構造熱橋部の梁・柱が

室内側に突出している場合

構造熱橋部の梁・柱が

室外側に突出している場合

構造熱橋部の梁・柱が

室内側、室外側のいずれにも

突出していない場合

床面

壁面

床面

壁面

床面

壁面

500 200 150 125

a

断熱補強の範囲

断熱補強の熱抵抗値の基準値

断熱補強の範囲

断熱補強の熱抵抗値の基準値

断熱補強の範囲

断熱補強の熱抵抗値の基準値

断熱補強の範囲

断熱補強の熱抵抗値の基準値

断熱補強の範囲

断熱補強の熱抵抗値の基準値

断熱補強の範囲

断熱補強の熱抵抗値の基準値

0.4 0.1 0.1 0.1

100

0.1

200 75 50

0.2 0.1 0.1

150 75 50

0.2 0.1 0.1

200 100 75

0.2 0.1 0.1

200 75 75

0.2 0.1 0.1

外断熱工法の住宅

構造熱橋部の形状 断熱補強の部位・範囲・基準値
地域区分

構造熱橋部の梁・柱が

室内側に突出している場合

75

0.1

構造熱橋部の梁・柱が

室内側、室外側のいずれにも

突出していない場合

50

0.1

断熱補強の部位・範囲・基準値

床と壁の取合部

壁と屋根の取合部

断熱補強の範囲

断熱補強の熱抵抗値の基準値

断熱補強の範囲

断熱補強の熱抵抗値の基準値

梁・柱が室内側に突出 梁・柱が室外側に突出 いずれも突出していない

←ページ数の最終確認の事

ページ数の最終確認の事→
��これまでは、床・間仕切壁が断熱層を貫通す

る部分において、構造熱橋部として扱うか、

構造部の一部として扱うか、明確な判断基準

がありませんでしたが、Ｈ21の改正に伴い、

突出先端部のまでの長さによって、判断でき

るように明確化されました。

�

�長さによっては、壁または床の一部として、

同様の断熱材を設計する必要がありますので、

断熱材の範囲については注意することが必要

になります�。

�柱、梁等が断熱層を貫通する場合は、当該柱、梁等が取り付く壁又は床から突出先端部までの長さが900mm以上の場合は構造熱橋部

として扱うこととし、�900mm未満の場合は当該柱、梁等が取り付く壁又は床の一部として取扱うこととする。

● 外壁と界床の取り合い部の例（断面） ● 屋根スラブにおける設備機械基礎部分の例 (断面）

�※ 図中Ｌは構造熱橋部における断熱補強の部位・長さを示す





�熱貫流率とは別に、熱負荷計算上の

構造熱橋部の断熱補強の基準を満足

する必要があります

�熱損失係数  Ｑ値 （キュー値）

熱損失係数等による基準

省エネルギー基準の 「建築主等の基準」 「設計・施工指針」 で求められる基準は、本ページにおける 「熱損失係数における基準」  「熱貫

流率等における基準」 となっていますが、住宅性能評価における評価方法基準においては、その基準に加え「結露の発生を防止する

対策」を求められており、それぞれの基準においても、結露発生防止に関して適用する必要があります。

�

�鉄筋コンクリート造の住宅における、この結露の発生防止に関する基準のポイントは、結露の発生防止対策として、構造熱橋部にお

いて断熱補強を求められていることです（ただし、等級４のみ）。これは、熱貫流率等における基準で求めている断熱補強とは適用

すべき基準が異なっており、熱負荷計算上の断熱補強が不要となった場合でも、断熱補強を行う必要があります。

�

�この断熱補強ですが、内断熱においては「　地域～　ａ地域」のみ、外断熱においては「　地域」のみが求められいます。それ以外

の地域においては、結露発生防止対策の断熱補強としては不要ということになります。

�

�つまり、等級４を取得する時、熱損失係数の計算において、断熱補強を省略し熱損失係数の基準に適合する場合、　ｂ地域以南の地

域は、断熱補強自体が不要と判断することができます。熱貫流率等に関する基準を選択した場合は、　地域を除く全ての地域で、躯

体の断熱性能として断熱補強が求められているため、原則（一部省略する緩和規定がありますが適用させるのが非常に厳しい）、断

熱補強は省略できないと判断したほうが良いでしょう。

省エネルギー対策等級の評価方法について

省エネルギー対策等級の評価方法は他の評価項目と異なり、評価基準を選択することが可能です。

�本頁では、その選択可能な評価基準における概要・概念を説明いたします。

評価方法 躯体の断熱性能 開口部の断熱性能 結露発生防止対策

5－1イ

熱損失係数等基準

5－1ロ
熱貫流率等基準

熱損失係数

熱貫流率
熱抵抗値

開口部の熱貫流率
開口部の建具仕様

夏期日射取得係数

窓の夏期日射侵入率
開口部の日射侵入防止

結露発生防止

�ＱF 

�ＱG 

�ＱV 

�外壁から逃げる熱

�構造熱橋部から逃げる熱を含む

: 屋根・天井から逃げる熱

�床から逃げる熱

�開口部から逃げる熱

�換気で逃げる熱

�

�住戸の床面積

:

:

:

:

:

�ＱR �

ＱW

S

熱損失係数は、

�建物の内部と外部の温度差を１℃とした時に、建物内部から外部へ逃げる時間当たりの熱量・換気等による熱量との合計を床面積で

除した数値です。（主として暖房負荷に対する評価となります）

�熱損失係数
�ＱＲ ＋ ＱＷ ＋ ＱＦ ＋ ＱＧ ＋ ＱＶ

Ｓ
＝

※ 熱損失係数の計算上、構造熱橋部に断熱補強をいれずに熱負荷計算（その分、熱負荷計算上は過負荷となります）をし、基準に

適合する場合、熱損失計算上においては断熱補強が不要と考えることができます。

�夏期日射取得係数  μ値 （ミュー値）

夏期日射取得係数は、

�開口部から直接侵入する日射と開口部以外から日射の影響

で侵入する熱を評価するものです。

�（主として冷房負荷に対する評価になります）

��η 

�Ａ 

�夏期日射侵入率

�当該部位の面積

��住戸の床面積

:

:

:S

夏期日射取得係数

�

��Ση・Ａ

Ｓ
＝

��熱貫流率  Ｕ値 （ユー値）

熱貫流率等に関する基準 熱損失係数等による計算とは異なり、部位ごとに検討する基準となります

�← O R → ��熱抵抗値  Ｒ値 （アール値）

工法・部位ごとに外部仕上げから内

部の仕上げまでを一体として評価す

る基準です

�熱貫流率とは別に、熱負荷計算上の

構造熱橋部の断熱補強の基準を満足

する必要があります

�工法・部位ごとに断熱材のみで評価

する基準です

��Ｕ
��1

Σ R
＝

表面熱伝達抵抗を含む総熱抵抗値の

逆数が熱貫流率 （Ｕ）となります�

断熱材の厚み （ｔ）を熱伝導率 （λ） 

で割った値が熱抵抗値 （Ｒ）となります

��開口部の熱貫流率  Ｕ値 （ユー値） ��窓の夏期日射侵入率  η値 （イータ値）

開口部の断熱性能の確保を求められ

ています

�開口部に要求される熱貫流率に適合

する必要があります

当該項目と同等の開口部の建具の仕

様基準もありますが、共同住宅（ＲＣ

造）における評価では使用しにくいた

め、省略いたします

熱損失係数の計算上における開口部

から逃げる熱（ＱＧ）に該当する計

算となります

開口部の日射遮蔽性の確保を求めら

れています

開口部から、夏期の日射熱が建物内

部へ侵入し、室温上昇や冷房負荷増

大の原因とならないようにするため

の基準です

�当該項目と同等の開口部の建具・付

属部材等の日射侵入防止の仕様基準

もありますが、共同住宅（ＲＣ造）に

おける評価では使用しにくいため、

省略いたします

夏期日射取得係数の計算上における

開口部部分の日射侵入率

（η）に該当する計算となります

結露の発生防止に関する基準 ※ Ｐ50における「d . 結露の発生を防止する対策に関する基準」を参照

R
ｔ

λ
＝



水戸市、 かすみがうら市(旧霞ケ浦町に限る)、 つくばみらい市、 つくば市、 
ひたちなか市、 稲敷市、 下妻市、 笠間市(旧岩間町を除く)、 牛久市、 結城
市、 古河市、 行方市、 高萩市、 坂東市、 取手市、 守谷市、 小美玉市(旧玉里
村に限る)、 常総市、 常陸太田市、 常陸大宮(旧美和村を除く)、 筑西市(旧
関城町に限る)、 土浦市(旧土浦市に限る)、 那珂市、日立市、 鉾田市、北茨
城市、 龍ヶ崎市、 阿見町、 河内町、 美浦村、 境町、 五霞町、 八千代町、 茨
城町、 城里町、 大洗町、 東海村、 利根町

茨城県

前橋市、 みどり市(旧東村を除く)、 安中市(旧安中市に限る)、 伊勢崎市、 
甘楽町、 館林市、 桐生市(旧黒保根村を除く)、 高崎市(旧倉渕村を除く)、 
渋川市(旧赤城村、旧小野上村を除く)、 太田市、 藤岡市、 富岡市、 玉村町、 
富士見村、 吉井町、 吉岡町、 榛東村、 大泉町、 板倉町、 明和町、 邑楽町

群馬県

さいたま市、 ふじみ野市、 羽生市、 桶川市、 加須市、 久喜市、 狭山市、熊
谷市(旧熊谷市を除く)、 幸手市、 行田市(旧行田市に限る)、 鴻巣市、坂戸
市、 志木市、 春日部市、 所沢市、 上尾市、 新座市、 深谷市、 川越市、 秩父
市(旧大滝村を除く)、 鶴ヶ島市、 日高市、 入間市、 飯能市、 富士見市、 北
本市、 本庄市、 蓮田市、 東松山市、 上里町、 神川町、 美里町、 寄居町、 横
瀬町、 皆野町、 小鹿野町(旧小鹿野町に限る)、 長瀞町、東秩父村、 宮代町、 
菖蒲町、 白岡町、 越生町、 三芳町、 毛呂山町、 ときがわ町、 滑川町、 吉見
町、 小川町、 川島町、 鳩山町、 嵐山町、 栗橋町、杉戸町、 鷲宮町、 騎西町、
大利根町、 北川辺町、 伊奈町

埼玉県

野田市、 香取市(旧佐原市に限る)、 成田市、 佐倉市、 八千代市、 我孫子市、 
印西市、 酒々井町、 富里町、 印旛村、 白井町、 本埜村、 栄町、 神崎町

千葉県

八王子市、 立川市、 青梅市 、昭島市、 小平市、 日野市、 東村山市、 福生市、東大
和市、 清瀬市、 武蔵村山市、 羽村市、 あきる野市、 瑞穂町、 日の出町、 檜原村

東京都

清川村、 秦野市、 相模原市（旧相模原市を除く）、 開成町、 山北町、 松田町、
大井町、 南足柄市

神奈川県

高岡市、 黒部市（旧黒部市に限る）、 射水市、 砺波市、 南砺市（旧平村、 旧
上平村、 旧利賀村を除く）、 富山市（旧大沢野町、 旧大山町、 旧細入村を除
く）、 魚津市、 氷見市、 滑川市、 小矢部市、 舟橋村、 入善町、 朝日町

富山県

かほく市、 志賀町、 宝達志水町、 加賀市、 中能登町、 七尾市、 能美市、 白山
市（旧松任市、 旧美川町、 旧吉野谷村、 旧尾口村、 旧白峰村を除く）、 能登
町、 輪島市、 小松市、 珠州市、 羽咋市、 川北町、 津幡町、 内灘町、 穴水町

石川県

福井市（旧福井市、旧美山町に限る）、 あわら市、 あおい町、 越前市、 永平
寺町、 池田町、 坂井市、 鯖江市、 若狭町、 勝山市、 小浜市、 高浜町、 大野
市（旧大野市に限る）、 越前町（旧朝日町、 旧宮崎村に限る）、 南越前町（旧
河野村を除く）

���福井県

山梨市（旧三富村を除く）、 甲州市、 甲斐市、 甲府市（旧上九一色村を除く）、 
上野原市、 市川三郷町、 中央市、 笛吹市（旧芦川村を除く）、 南アルプス市、 
身延町、 南部町（旧富沢町を除く）、 北杜市（旧明野村に限る）、 大月市、 韮
崎市、 増穂町、 鰍沢町、 早川町、 昭和町、 道志村

山梨県

山県市、 恵那市（旧串原村、 旧上矢作町を除く）、 本巣市（旧根尾村に限る）、 
郡上市（旧美並村に限る） 下呂市（旧金山町に限る） 揖斐川町（旧揖斐川町
を除く） 中津川市（旧中津川市、 旧長野県木曽郡山口村に限る）、 関市、 可
児市、 多治見市、 大垣市（上石津町に限る）、 美濃市、 瑞浪市、 美濃加茂市、 
土岐市、 養老町、 関ケ原町、 安八町、 坂祝町、 富加町、 川辺町、 七宗町、 
八百津町、 白川町、 御嵩町

岐阜県

川根本町、 浜松市（旧水窪町に限る）、 御殿場市、 小山町静岡県

�豊田市（旧稲武町を除く）、 設楽町、 豊根村、 東栄町�愛知県

伊賀市、 亀山市（旧関町に限る）、 松阪市（旧飯南町、 旧飯高町に限る）、 津
市（旧美杉村に限る）、 名張市

三重県

大津市（旧志賀町に限る）、 長浜市、 東近江市、 米原市、 野洲市、 彦根市、 
近江八幡市、 草津市、 守山市、 栗東市、 安土市、 湖南市、 甲賀市、 高島市、
愛荘町、 日野町、 竜王町、 豊郷町、 甲良町、 多賀町、 虎姫町、 湖北町、 高
月町、 木之本町、 余呉町、 西浅井町

滋賀県

京都市（旧京北町に限る）、 京丹後市（旧大宮町、 旧久美浜町に限る）、 南
丹市、 福知内市、 本津川市、 与謝野町、 舞鶴市、  綾部市、 宮津市、 亀岡
市、 城陽市、 八幡市、 京田辺市、 京丹波町、 大山崎町、 井手町、 宇治田原
町、 笠置町、 和束町、 精華町、 南山城村

���京都府

堺市(旧美原町に限る)、 高槻市、 八尾市、 富田林市、 松原市、 大東市、 柏
原市、 羽曳野市、 藤井寺市、 東大阪市、 島本町、 豊能町、 能勢町、 太子町、
河南町、 千早赤阪村

大阪府

姫路市(旧姫路市、 旧家島町を除く)、 豊岡市(旧竹野町を除く)、 養父市(旧
関宮町を除く)、 たつの市（旧龍野市、 旧新宮町に限る)、 丹波市、 朝来市、 
加東市、 三木市(旧吉川町に限る)、 宍粟市、 篠山市、 相生市、 三田市、 西
脇市、 神河町、 多可町、 佐用町、 新温泉町、 猪名川町、 市川町、 福崎町、 
上郡町

兵庫県

奈良市(旧都祁村を除く)、 宇陀市（旧室生村を除く)、 葛城市、 五條市(旧
大塔村を除く)、 大和高田市、 大和郡山市、 天理市、 橿原市、 桜井市、 御
所市、 香芝市、 山添付、 三郷町、 斑鳩町、 安堵町、  川西町、 三宅町、 田原
本町、 曽爾村、 御杖村、 高取町、 明日香村、 上牧町、 王寺町、 広陵町、 河
合町、 吉野町、 大淀町、 下市町、 黒滝村、 天川村、 十津川村、 下北山村、 
上北山村、 川上村、 東吉野村

奈良県

橋本市、 田辺市（旧龍神村、 旧本宮町に限る)、 かつらぎ町(旧かつらぎ町
に限る)、 有田川町(旧清水町に限る)、九度山町

和歌山県

鳥取市（旧鳥取市、 旧福部村、 旧気高町、 旧青谷町を除く)、 倉吉市(旧倉
吉市に限る)、 八頭町、 南部町、 伯耆町、 岩美町、 三朝町、 智頭町

鳥取県

松江市(旧八雲村、 旧玉湯町に限る)、 出雲市(旧佐田町に限る)、 安来市、 
江津市(旧桜江町に限る)、 浜田市(旧浜田市、 旧三隅町を除く)、 雲南市、 
益田市(旧益田市を除く)、 美郷町(旧邑智町に限る)、 邑南町(旧石見町に 
限る)、 吉賀町、 津和野町、 東出雲町、 川本町

��島根県

岡山市(旧岡山市、旧灘崎町を除く)、 備前市、 美作市、 井原市、 高梁市(旧
備中町を除く)、 真庭市(旧落合町、 旧久世町に限る)、 赤磐市、 津山市(旧
阿波村を除く)、 吉備中央町、 久米南町、 美咲町、 西粟倉村、 勝央町、 奈
義町、 鏡野町(旧鏡野町に限る)、 和気町

岡山県

広島市(旧湯来町に限る)、 三原市(旧大和町、 旧久井町に限る） 三次市(旧
三次市、 旧三和町に限る)、 安芸高田市(旧吉田町、 旧甲田町、 旧向原町に
限る)、 東広島市(旧黒瀬町、 旧安芸津町を除く)、 尾道市(旧御調町に限る)、 
府中市(旧府中市に限る)、 福山市(旧神辺町、 旧新市町に限る)、 安芸太田
町(旧加計町に限る)、 北広島町(旧豊平町に限る)、 世羅町(旧世羅西町に
限る)

広島県

下関市(旧豊田町に限る)、 岩国市(旧由宇町を除く)、 周南市(旧鹿野町に
限る)、 萩市（旧川上村、 旧むつみ村、 旧旭村に限る)、 美祢市、 阿東町

山口県

三好市(旧東祖谷山村を除く)、 美馬市(旧本屋平村に限る)、 東みよし町、 
那賀町(旧木沢村、 旧木頭村に限る)、 つるぎ町(旧貞光町を除く)

徳島県

新居浜市(旧別子山村に限る)、 西予市(旧城川町に限る)、 大洲市(旧河辺
村に限る)、 砥部町(旧広田村に限る)、 内子町、 久万高原町、 鬼北町

愛媛県

いの町(旧吾北村に限る)、 仁淀川町、 津野町(旧東津野村に限る)、 本山町、 
大豊町、 土佐町、 大川村、 越知町、 梼原町

高知県

矢部村������福岡県

雲仙市(旧小浜町に限る)�長崎県

阿蘇市、 南阿蘇村、 山都町、 南小国町、 小国町、 産山村、 高森町熊本県

大分市(旧野津原町に限る)、 宇佐市(旧宇佐市を除く)、 杵筑市(旧山香市
に限る)、 佐伯市(旧宇目町に限る)、 竹田市、 日田市(旧日田市を除く)、 豊
後大野市(旧緒方町、 旧朝地町に限る)、 白布市(旧挟間町を除く)、 日出町、 
九重町、 玖珠町

大分県

備考　この表に掲げる区域は、平成21年4月1日における行政区画によって表示されたものとする。
　　　ただし、括弧内に記載する区域は、平成13年8月1日における旧行政区画によって表示されたものとする。

(1 ) の区分のうち、　　については、次の市町村とする

いわき市、 広野町、 楢葉町、 富岡町、 大熊町、 双葉町福島県

宇都宮市、 足利市、 栃木市、 佐野市、 鹿沼市、 小山市、 真岡市、 さくら市(旧氏
家町に限る)、 那須烏山市、 下野市、 上三川町、 西方町、 益子町、 茂木町、 市貝
町、 芳賀町、 壬生町、 野木町、 大平町、 藤岡町、 岩舟町、 都賀町、 高根沢町

��栃木県

新潟市、 長岡市(旧中之島町、 旧三島町、 旧与板町、 旧和島村、 旧寺泊町に限
る)、 三条市(旧下田村を除く )、 柏崎市(旧高柳町を除く )、 新発田市、 見附市、 

新潟県 阿智村（旧清内路村に限る）、 大鹿村長野県

椎葉村、 高千穂町、 五ヶ瀬町�宮崎県

次の市町村にあっては、(1 ) の区分にかかわらず、　　地域に区分されるものとする

村上市(旧朝日村を除く )、 燕市、 糸魚川市、 上越市(旧上越市、 旧柿崎町、 
旧大潟町、 旧頸城村、 旧吉川町、 旧三和村、 旧名立町に 限る)、 阿賀野市(旧
京ヶ瀬村、 旧笹神村に限る)、 佐渡市、 胎内市、 聖籠町、 弥彦村、 出雲崎町、 
刈羽村、 粟島浦村

新潟県
（つづき）

地域について （住宅事業建築主の判断基準  別表第1より抜粋）


